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2.3.4 ５・６号機の炉内及び使用済燃料プールの燃料 

５・６号機は，震災前と同等の設備により安定的な冷温停止を維持している状況であ

り，既設設備に関しては，震災前の設計条件を維持している。 

  この状況下において，放射性物質の系外放出に至るリスクとしては燃料損傷が挙げら

れ，燃料損傷に至るシナリオとして以下が考えられる。 

 

(1)燃料取扱い時の燃料落下及び使用済燃料への重量物落下による損傷 

    燃料交換機によって燃料を移動している際，燃料交換機が故障して，その燃料が落

下し，炉内の燃料に衝突して燃料が損傷するシナリオと，原子炉建屋天井クレーンか

ら重量物が落下し，使用済燃料プール内の使用済燃料に衝突し損傷に至るシナリオが

考えられる。 

    このシナリオに対しては，燃料交換機・原子炉建屋天井クレーンは既設燃料取扱設

備であり，燃料交換機は燃料取扱い中に動力源が喪失しても燃料を保持する機構とな

っていること，原子炉建屋天井クレーンはブレーキが安全側に動作する機構となって

いること，吊り上げられた重量物が使用済燃料プールに貯蔵された燃料上を走行でき

ないインターロックがあることから，こうしたリスクは小さいものと考えられる。な

お，燃料取扱事故の評価については，福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉設置変

更許可申請書 添付書類十により確認している。 

 

(2)仮設設備（滞留水貯留設備）停止による冷却機能喪失 

    滞留水貯留設備の移送ポンプが長期に停止した場合，地下水の流入により建屋内の

水位が上昇し，冷温停止維持に必要な設備に電力を供給している所内高圧母線の被水

により電源が停止することで，冷却機能喪失による燃料損傷が考えられる。 

    このシナリオに対しては，滞留水貯留設備の移送ポンプ停止について評価されてお

り，その期間内に設備が復旧できるため，こうしたリスクは小さいものと考えられる。

（Ⅱ.2.33 参照） 

 

(3)自然災害による冷却機能喪失 

まず，地震により使用済燃料プールが損傷し使用済燃料プールの水位が低下するシ

ナリオが考えられる。 

このシナリオに対しては，耐震安全性が確保されており，こうしたリスクは小さい

ものと考えられる。（Ⅱ.2.18，Ⅲ.3.1.3 参照） 

次に，津波により炉内の燃料及び使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却機

能が喪失し，冷却材ならびに使用済燃料プール水の温度が上昇すると共に水位が低下

するシナリオが考えられる。 

このシナリオに対しては，原子炉及び使用済燃料プールの水位が有効燃料頂部に至
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るまでの時間的余裕が，13 日程度（６号機に比べ５号機が短い）と評価されており，

仮設水中ポンプ（残留熱除去海水系）の設置＊による，冷却機能の回復までに要する

時間は十分確保されていることから，こうしたリスクは小さいものと考えられる。（表

－１ 参照） 

今後，自然災害（地震，津波）により冷却機能が喪失し燃料損傷に至るシナリオに

対する対策（リスク低減）として使用済燃料を使用済燃料共用プールに搬出する予定

である。 

そのため，準備が整い次第，原子炉から燃料を使用済燃料プールに移動（移動後,

使用済燃料プールゲートは閉）及び使用済燃料プールから使用済燃料共用プールへ使

用済燃料を搬出する予定である。 

 

＊：仮設水中ポンプの設置（作業準備，仮設水中ポンプ・制御盤・ホース設置等）には，約 68 時間(2.8 日程

度)掛かる見込み。 

 

表－１ 原子炉及び使用済燃料プールの崩壊熱による温度上昇率と 

水位が有効燃料頂部に至るまでの時間的余裕 

  【原子炉及び使用済燃料プールに燃料を保管している場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号機 場所 温度上昇率[℃/h] 時間的余裕［日] 

原子炉 0.91  13 
５ 

使用済燃料プール 0.32 59 

原子炉 0.76 16 
６ 

使用済燃料プール 0.32 60 

補足：平成 24 年 10 月１日時点での崩壊熱より算出。 

【使用済燃料プールに全ての燃料を保管している場合（使用済燃料プールゲートは閉）】

号機 場所 温度上昇率[℃/h] 時間的余裕［日] 

５ 使用済燃料プール 0.34 54       

６ 使用済燃料プール 0.37 52 

補足：平成 26 年 4 月１日時点での崩壊熱より算出。 

 

 


